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SUMMARY

In the society of Okinawa (Ryukyu ∫slands),sisters called "Onari" are con.

sidered to be gods who protect brothers called 〃Ekeri〃-a thought originated
in a maternal society.

In a village community ("Makiyo"), God "Onari" (as "negami"-priest) in a

pioneer family and "ekri" (as"nebito"-administrator) governed the community,

taking the form of unity of religion and government.

In contrast to God "Onari", "Hino-Kami" (負re-god) protected the family

itself, the hotlSeWife acting as a priest･ There were not only 〃Hino･Kami〃

(丘re･god) guarding the family, the village and the state, but also "Sbin･jo"
(women serving) taking charge of the religions rites.

In the loth century Okinawa, there were provincial feudal lords, "Aji".
"Noro" was a "shin･jo" (god-servi喝WOman) who protected "Aji" and most

of these Noros bad evidently been tranformed from "negami". "Noro" is

di#erent from Shaman.

The system of god-women was established in the reign of King Sh6shin

(who ascended the throne in 1477) when centralization of power was accom･

plished-a hierarchy of "Kikoe6kimi, the highest god-woman, down to "noro"

in the country districts. Through religion, these god-women assisted the

King in ruling the state and contributed to the establishment of unity of

religion and government. The system was preserved even after the aboli.

tion of clans and establishment of prefectures in 1879, and, in the case of
"Noro", the system still exists in some provinces.

1 おなり神と根神

2 火の神

3 ノロの出現

4 神女組織の確立

5 神女の祭面巳内容

6 政教の分離

1 由なり神と根神

沖縄で｢おなり｣ (おめなり又ほうない)といわれる姉妹は, ｢えけり｣(お釧ナり又はう
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せ じ

き-)といわれる兄弟を保護する現人神てと観念されている｡彼女らは霊力高い存在であ
てさじ

その霊力ほ彼女らの毛髪や手織りの車両などにこもるものであった｡兄弟が旅立つと

｢ぉなり｣の毛髪を守り袋に入れ,またその手巾を貰う風習ほ,近代末期までつづい

ていた｡
やま と

島々では航海がさかんで,大和(日本) ･朝鮮･唐(中国)との貿易も早くから開始され

ていた.航海中に｢えけり｣を保護してくれるのも｢おなり｣であった.おもろに･

-,くのみぢ-りきよが,

みぢへりきよがふなやれ,

神やおなり神

ころはいしゑけり1)

というのがある｡また,

-,おれづむがたちよれば,

あがあしやげ,かみあしやげ,

おなり神でづりよら,

大きみに

まはゑこうて,はりやせ2)

邑落の神女のみぢへりきょが,

みぢ-りきょが祝福する船航海,

守護神はおなり神

渡海するのは書き兄弟

春の季節風の吹く3月になったので,

あが祭屋,神祭産で,

おなり神は祈るであろう,

｢大君に
ま は え

真南風乞うて船出せよ｣と

というのがあり,その他にもおなり神の保護を謡ったおもろがかなりある｡古くからの伝

仰に導かれたおもろであろう｡

白鳥はおなり神の象徴化されたものと信じられていたから,航海中に船の帆桁などに白
ね しらとや

鳥がとまるのは,縁起のよいこととされていた｡琉歌に｢お船の高塩に白鳥の居ちょん,
すじ

白鳥やあらぬおめなりお霊3'｣ (船のともの高い所に白鳥がとまっているoいやあれは白鳥

ではない｡姉妹の霊神すなわちおなり神である)とあるのは,その思想のあらわれである｡

おなり神の霊力ほ｢えけり｣に及ぶだレナで,たとえ彼女が結婚しても,その夫にほ及ば

なかった.その点からみて,おなり神の思想は,母系制社会に発したと言えようo
｢えけ

り｣に対する保護力ほ,結婚の有無に左右されなかったが故に, ｢おなり｣は独身でなけ
き こえ

ればならない理由ほなかった｡それからみて,後世のノロや間得大君などの独身制は本来

のものでなく,政治的意図によって強制された疑いがある｡

村落であるマキヨの膨張は,一門の発展にほかならない｡その結果,多数現われてきた
に-どころ に-早- にがみや一

分家は,本家である板所(根星あるいほ根神屋)を中心に結合を強固にした｡草分けの家

のおなり神は根神となり, ｢えけり｣は板人(に-んちゅ,あるいはにっちゅ)となり,禁

絶と行政の合一で,村落の統制がおこなわれた｡やがてマキヨには,他の一門の移住もあ

るべきであった｡しかし根神ほ草分けの家に世襲された｡複数根神が現存するところがあ

るが,これほマキヨの地縁共同性が強化された後世の移住関係によるものであるo

マキヨ全体の祭柁権が根神に掌握されるようになると,マキヨの各一門の祭柁は,コデ

によっておこなわれたoすなわちコデほ,その一門の宗教的結合をはかる存在であった.

コデは沖縄古語辞典の混効験集に,
｢さしば(又はむつき)はくでの事,叉くでとほ託女の

かみんちゆ
お くでんぐわ

事也,今神人と云是也｣とあるクデである.敬称して御託女子ともいう｡沖縄の習俗と
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して･人家が7世つづくと男女2柱の神が生れるとされている｡元祖神のことである｡そ

こで親族の中から2人の女子を択んで神コデとなし,これに祭事をつかさどらしめた｡男

神に仕えるものを｢オメケイオコデ｣といい,女神に仕えるものを｢オメナイオコデ｣と

いい,祖先の神霊によって択ばれる終身職とされていたo現在でもコデを残している部落

があるが,一門1人となり,しかもノロの司祭する部落の祭事に関係しているのが大部分

である｡

マキヨにおける族勢の強大化と生産の増強は,根人またほ大ころとなった根人の政治的

権力を強め,彼ほ部落の男たちであるコロの先頭に立って活躍した｡その活躍はつねに,

根神としてコデを支配する｢おなり｣の守護によっておこなわれていた｡板人は更に根神
あ じ

に支援されて周辺部落の併呑に乗り出し,次第に接司化していった｡

2 火の神

｢おなり｣が一家内で｢えけり｣の守護神であるのに対し,家そのものを護る神は火の神

であるoその司祭老は主婦で,火の神の祭柁権を委ねられたとき,主婦の座が安定する｡

沖縄の家庭の台所,すなわちトングヮ一には,かならずといってよい位に,竃の後方に

3個の石が並んでいる｡これが火の神のよりましで, ｢火の神がなし｣または｢おかまがな
う み もん

し｣(註,がなしは敬称)といい,上品な言葉で｢御三つ物｣といわれる｡ 1709年(宝永6-

尚貞41)に編さんした女官御双紙や, 1713年(正徳3-尚敬1)にできた琉球国由来記
と んち

には,首里城内や聞得大君御殿などの火の神ほ御火鉢の御前,首里殿内や地方のノロ殿内

および板所のそれほ,火神御前あるいは火神の前と記してあるが, ｢ひぬかん｣とか, ｢石

のよらむさ｣などの言葉が古いとされている｡鼎形に立てて,古い形式の竃の機能を果す

ようにしてあったのが,その古形である｡新様式の家屋が建てられ,母屋の裏座敷にジー

ルという囲炉裡ができると,そこに鼎立した形で,火の神を安置する家があった｡

火の神の石ほ海浜から拾ってくる｡ニライカナイから押し寄せてきたとされているから
うふぬし

である.そのニライカナイとは,先祖神の住む海の彼方の理想郷であるが,ニライ大主は

火の神の本地で,火も稲もニライから将来されたと信じられている｡それゆえ火の神ほ,

ニライカナイヘのお通し(遥拝)神でもある4)o

女性は神性の所有者である.また火は一家の結合と繁栄の根源的要素である.家の管理

をつかさどる主婦一母系制時代にほ一家の中心的存在であった主婦が火の神を面巳るのほ,

そこから出ている｡主婦は一家の幸福,子孫の繁昌,豊作･豊漁をこの神に祈願した｡朔

日･十五日は定期的な祈顧日であるが,ほかにノロの司祭する村落の年中行事や,その家

の出産,結嬉,普請,立御願･解御願,家族の族立ち･旅帰りなど,何かにつけてこれを

拝んだ｡ごく特別な場合を除いては,火の神拝みは祖霊に優先していた｡

沖縄の火の神拝みが,古代社会にみられた火を絶さないいわゆる不絶火の信仰と結びつ

いていることほいうまでもない｡竃やジールに薪を入れて灰で蔽い,翌朝まで火種を保つ

風習は,マッチが普及した以後にもみられた｡しかも火を絶さないようにするのほ,主婦

の責任とされていた｡不絶火は火の神からの保護の中絶を意味していたからである｡ただ
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かまま-い

旧暦10月の竃廻の日と,その家に死人が出たときには火は消されたoこれは力が衰え, ､

あるいほ不幸をもたらす火を更新して,一家の幸福と繁栄を燃えさかえさすためであったo
ごすい

火の神拝みには,主婦ほ花米,五水,神酒,肴その他の供物を用意し,これを膳にのせ

て供えた｡火の神前の板の間に蓮を敷き,泥道りの香炉代わりの御香立に御香(仙香)杏

立てて拝むのである｡火の神の石にほ塩がのっけられているoこれは塩のもつ呪術的な力

によって,火の神を不浄から護るためであろうが,御願のその日に･新しい塩がのせられ

ることがある｡

兄弟を守護するおなり神ほ,火の神の司熱こは関係がない｡ ｢おなり｣ほ自ら霊力を有

する神自体であって,他の神の霊力を導き出す存在ではない｡ ｢おなり｣が火の神を拝む

ときは,主婦の名においてである｡しかし火の神信仰ほ,原始時代からのものと思われるo

しかも婿取り暗が一般的であった母系制時代に, ｢おなり｣は主婦として;家族の守り神

である火の神に対し,その夫や子供たちの幸福を願ったに相違ない｡その意味で,
｢おな

り｣も火の神の司祭と無関係ではなかったo根人や按司や国王の｢おなり｣と､して,根神

やノロや聞得大君などが火の神を拝んだのは, ｢おなり｣の本来的機能であったとみなさ

れる｡

各戸の火の神に対し,一門の根所には,一門全体の火の神が柁られていたoそれを柁る

のはオメナイオコデであった｡カーコデは自らの｢えけり｣に対しては｢おなり｣であった

が,一門全体に対しては,火の神を通じて一門の結合と繁栄をほかる中JL､体であったo村

落が単一の親族で構成されている場合にほ,オメナイオコデは根神と一致するこ/とになるo

ところが, -村落に複数一門が存在するときにほ,根所の火の神は,地縁的村落の火の

神となる｡すなわちその火の神ほ,その家,その一門および村落全体の神となるoしかも

板人が政治的存在化すると,その｢おなり｣である根神も,政治的支配に協力する宗教的
とん

支配者になる｡そのために,板所の火の神ほ,火の神の殿という母屋内の囲炉裡に面巳られ

た｡これは草分けの家の権威を高めるために,意図的に柁られた火の神であり,その囲炉

裡は模型化されてさえいた5)0

根神直における火の神の殿ほ,後のノロ庭内にも,3山のノロを統轄する首里の三平等
き ぽ

(首里･儀保

とんち み ひ ら

ま わ し

真和志)の大あむしられ殿内にも,全神女を支配する聞得大君御殿にもあ

った｡ノロ･大あむしられ･聞得大君は,按司や国王の政治的支配を宗教的面から擁護す
るもので,その火の神の殿は政治的支配の意味をもつものであったoしかもノロと按司,

聞得大君と国王ほ, ｢おなり｣と｢えけり｣の関係のものであったo火の神は本来｢おな

り｣が柁るべきものであった相を,ここにみることができる｡
て し ら じ

女官御双紙によると,首里の汀志良次にあった聞得大君御殿にほ,御すじの御前,御火

鉢の御前,金の美御すじの御前の3体が和られていたo伊波晋献説によると,いずれも火

の神の分化したものである6)0

地方のノロ殿内にも, 3体あるいは2体の火の神を面巳っているところがある. 2体ほ世

の主と国の主のためのものであり, 3体の場合はこれにお寂神のためのものが加わるo世
うつち

の主すなわち国王,国の主すなわち按司(領主),村落の長すなわち綻あるいは板人の長
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命を通じて,王国･領国･村の繁栄を祈念するのであった.とにかく,聞得大君以下の全

神女と全主婦の祈願が,火の神に対しておこなわれていたのであるから,沖縄社会の宗教

的支配に,火の神のもつ力の強大さが把握できよう｡

3 ノロの出現

沖縄では10世紀ころ,地方額主にあたる按司が現われた｡武力を背景にいくつかのマ

キヨを統一したもので,根人から転じたものが多かったであろう｡按司もまた所領併呑の

闘争を繰返しながら,按司の上のテダ(太陽)あるいは世の主といわれる大按司がついに

王統を樹立したo按司時代は1429年尚巴志が沖縄全島を統一したときまでつづいた｡

按司や王の領内統治は,精神的にほおなり神にあたる神女の宗教的活動に授けら3tてい

たこと,前代の支配方式と何らことならなかったoおもろにほ,神女が按司を護り,ある

いほ栄光を讃美したものが多数ある｡たとえば,

-,きこへさすかすは,

まふるきみやれば,

くもこいろてりやあがてちょわれ8)

がその例である｡また

-,ぐすくまのあざいによ,

あざいによひろみやに,

おれなおせかみたかみ,

叉,叉よしのあざいによ9)

聞え指笠7) (神女名)は,

王の守り君なれば,

王ほ美しく照り上りおわせ

城問(地名)の按司の,

按司の広庭に,

降りなおす神たち神,

又,文吉(地名)の按司の

ほ,神女たちが按司を寿いで神道びをするさまを謡ったものである｡

いくつかの部落が統一されて, -領主によって支配される社会ほ政治社会である｡その
守り神であった根神も,数部落の上に立ち,政治的においの掛､神女組織が形成されてい

な き じん

ったoこの公的性の守り神がノロであり･更に3山の根拠地である浦添･大里･今帰仁な
どには,王のおなり神･後の聞得大君にあたる神女も出現したのであろう｡

ノロはノロクモイあるいはノロクメと言うが,ノロほ｢祈る｣あるいほ｢祈る人｣･｢宣

る人｣で,クモイあるいはそれがつまったクメは敬称である○女官御双紙によると,司雲

上という高級神女がいるが,それをツカサクモイと称している｡漢字でほノロに祝女ある

いほ韮女をあてているoしかし盛女にほ･｢トキ女｣すなわち｢女ユタ｣の意があるから,

祝女と書くべきである｡
さきしま

宮古･八重山の先島でほ,ノロをツカサ-司といい,いかにも官制上の名称にきこえる

が,ツカサはイペニ威部の同義語で,琉球国由来記に出てくる｢くばづかさ｣
･｢マ-ニ司｣

が示すように,お寂の中心をなすイべ神の神名にほかならない｡

またノロをシャ-マンとし,ノロの信仰をシャマニズムとみるのがあるが,それほ当ら

ないoノロほニライカナイ-のお通し神である火の神を通じ,あるいはイべ神のいましど

ころであるお寂を拝んで,領主の繁栄,村落の平和,五穀の豊穣,航海の安全,風水早苦

の防止などを祈るもので,本来は病魔や死霊に関係しない｡ノロが個人の招福撰災に関係
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したのほ,その性格が変化した近世中期からである｡

ノロが按司社会で名称付けられ,組織化の方向を辿ったにしても,それがいつごろから

であったかを明確にすることは困難である｡おもろにノロのことを謡ったものがかなりあ

るが,事実の存在とおもろの成立期とが,かならずしもー致しているとは限らないoたと
さつ と

ぇば1374年(洪武6),中山王察度が弟の春期を明に派遣したことを謡ったとするおも

ろ,すなわち

ふるげものろのふし

-,おざのたちよもいや,

いぢへき,たちもよいや,

かがみいろの

すでみづよ,みおやせ10)

ふるげも(地名)のろの節
穴= ち

幸晶(地名)の春期厳に,
あっぱれ春期殿に,

鏡色の

お水(酒)捧げん

ほ,ノロに関する資料の早期のものであるが,果して最初の対明貿易船の帰還についての

ものであるか,また｢ふるげものろのふし｣のふし名は,いつからのものであるか判然と

しない｡
え す

中頭具志川村江洲辺に残っていたとみられる古い墓碑に, ｢兄えすあんじ左,妹つきお

やのろ右｣というのがある｡按司時代のものであろうが,これも時期が不明である｡

球陽巻2尚思紹王(1406年即位)伝に,思紹の妹は場天ノロを称したとある.かなら

ずしも信がおけない｡ただこのノロほ,おもろに｢きこへばてんのろ,みや桝富しゃの,

わかいきよ, --又とよむばてんのろ｣11'(聞え馬天ノロ,見たさ逢いたさの,若い人'--
とよ

又響む馬天ノロ)と謡われているその馬天ノロと,同一人といわれている｡またおもろに

は, ｢いとけなのろ｣ (糸慶名ノロ)辛, ｢せりかくのろ｣ (勢理容ノロ)すなわち｢あけし

ののろ｣のことがみえている｡これらは14世紀以後流行した｢えさおもろ｣の中のもの

である｡

それからみると,少くとも14世紀以後には,ノロという名称の神女が現われたことに

なる｡ 14世紀と言えば,英祖王統の時代で,沖縄の政治組織がかなり整えられてくると

きであるから,神女組織の整備も考えられないことほない｡

ノロが出現しても,各村落には依然として根神が存在してノロに仕え,ノロが数村落の

支配者と化する形が築かれつつあった｡また各家庭での主婦の祭柁的位置も,変わりがな

かった｡

按司の出現によって,かまえすなわち貢転が強化されたことほ,史料やおもろの示すと

おりである｡球陽巻之-英祖王2年(1261)粂に, ｢天孫氏の世は賦税の田地有る無し｡

但し国に一度事あれば,索を以て人の頭を廻して一尺となし,以て稲米を束ぬ｡之を名付

けて一束と言い,以て稲米一束を朝廷に貢(o｡後年に至り国中の男女,毎年皆稲米一束を

王に貢げり｣とあるo英祖王時代には,貢納制が更に確立したとみられるo徴税組織の下
むらおさ うつち

部責任者として,各村落に村長(おそらく綻-物言い)が置かれたようである.ところ

がおもろに,

-,あけしののかみにしゃが, あけしのの神女様,
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なんぢゃこがねよらちへ,

ほりよるきよらや,

又なよかさののろにや

-,きこえあけしのが,

ぢゃくにかなしけや,

上下のかまへ

つでみおやせ,

又とよむあけしのが

一,しませんこおやのろ,

おやのろほたかべて,

あぢおそいに,

かまへつでみおやせ12)

宮 城 栄 l∃
毒覇

金銀丸-金銀の買物を積み,あけしのの

神女が乗っている船-真帆揺らし,
きよ

走りよる実らや,

叉なよかさの神女様

貴きあけしのは,

御国愛すれば,

上下の貢物

積み満して奉れ,

叉貴きあけしのほ

しませんこ-地名-の親のろよ,

親のろほ祈りを捧げて,

わが王のために,

貢粗取り立てて奉れ

などというのがあって,神女と租税の徴収および運搬のことが謡われている｡

按司時代のノロは,村落の祭に初穂や供物を捧げることがあっても,直接徴税する義務

ほなかったoしかしノロを徴税に関係させることは,効果的なことであったoそして貢組

物の輸送にあたっては,ノロ自身も乗馬またほ乗船して,陸路や海上の安全を祈りながら,

目的地まで行くことがあった｡後世,宮古･八重山で頁納船が船出するとき,津口のお家

での祈願が,大あむ以下の司の重要な行事になっていたのは,ただに航海の安全のことば

かりでなく,買粗品の輸送が神女たちの責任であった意味が含まれていたからであろう.

4 神女組織の確立

按司時代に政治的組織の方向を辿った神女組織が確立したのは,中央集権制を完成した

尚真王(1477年即位)時代であった｡
しようぞうけん

向象貿の中山世鑑以下の沖縄の歴史書の天地開閲説によると,天帝の子が産んだ3男2

女の中,長女ほ君々の始軌次女ほ祝々の始めとなった.君々･祝々について,球陽ほ,

｢君ほ婦女の神職を掌る老の称也 君々とは貴族の女婦数十人をして各々神職を掌らしむ

が故,之を合称して君々という.康照の初め議してその数を減じ,而して今は数職存する

あり｡祝ほ亦,神職を掌る者の称也祝々とは諸郡諸村各々婦女の神職を掌る者あり｡故

に之を合称して祝々という.今に至るまで尚存すo而して倫道始る｣18'と説明している〔

天地開聞説ほ,向象繋が古事記や日本書紀を参考にして造り上げたものであるが,君や

祝ほ沖縄の現実的な存在であった｡しかし神女の発生的順序ほ,柿-祝-君で,君は少く

とも神女が政治的に範織化されたときに現われたもので,普通三十三君と総称されている｡
まぎり

1709年の女官御双紙や, 1713年の琉球国由来記にほ,きこえ大君がなし以下諸間切(町

村制の村にあたる)諸嶋ののろくもい以上49の神女名称が出ているo三十三君14'という
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きんま もん

のほ,多数を意味する呼称であろうが, 1609年僧袋中が編集した琉球神道記の君葉物の条

には, ｢託女三十三君-皆以テ王家也,妃モソノーツナリ,聞補君(聞得大君のこと)ヲ

長トス,都テ君卜称ス｣とあるo三十三君も広い意味ではノロを称していた.

三十三君最高の神職である聞得大君は国王のおなり神で, 1469年即位した尚円王の王

女月漕が,初めて任命された｡最高神職は｢さしがさ｣ (佐司笠)が最も古く,ついで｢あ

ふりやゑ｣ (阿応理屋恵)がこれに代わり,第2尚民時代に聞得大君に固定したのである.
たまうどん

1501年(弘治14-元亀1)建てた王陵の碑文のL｢きこゑ大きみのあんしおとちとのもい

かね｣や, 1522年(嘉靖1-大永2)4月9日建てた真珠湊碑文･ 1546年(嘉靖25-天

文15) 12月30日建てた添継御門の南碑文の｢きこゑ大きミ,きみきみのおれめしよわ

ちへ｣ (聞得大君,君々が降臨し給い)ほ,金石文としても古いものに属するが,尚真玉

時代の聞得大君の実在を証明するものであり,その間得大君は前記の月清ならびにその次

の峯間の聞得大君のことに相違ない｡

聞得大君は月清以後,王女･王妃･王后がその地位についたが, 1677年(尚貞9)から

紘,王后に継がせることに固定した15'｡王女の場合でも,かならずしも未婿老に限らず,

たとえば,第3代の大君は尚永王の娘で,向氏島添大里王子朝長の夫人たる人であったo
ぎ き み

春宮妃がこれに任ぜられることもあったo第7代の大君は毛氏座苦味親方盛貞の娘で,香

宮尚純の妃であった｡この婿姻制ほ,斎官･斎王制と著しく異なる点であった｡

聞得大君は知念間切の惣地頭職に任ぜられ, 200石の知行を給せられていた｡人により

加増されることがあった.たとえば1677年(康熊16)第6代の大君に任ぜられた尚貞

王妃は,妃の知行高300石を合して500石となり, 1703年(康照42)第7代の大君となっ

た春宮尚純妃は, 100石加増されて300石となっているo摂政の知行高600石,三司官の

400石,王子の300石,按司の200石(摂政の子たる按司は300石)に匹敵する高給であ
ペー ち ん

ったといわねばならない｡また聞得大君御殿にほ,親方部大親以下御召付親雲上以上,
21

人の官人が奉仕していた16'o これも王妃の官人に劣るものでなかったo

三十三君の大部分ほ,王室や上層階級の女性に,知行を与えるための臨時的神女であっ

た｡それも1648年(尚質1-慶安1),薩摩から俸米停止令が出されて以後,扶持米も
つかさくも い

地位も次第に整理されていった｡ 6石を給せられていた司雲上の俸米が停止されたのほ,
い

へ や あ む

尚敬三の9年(1721)であった17'.そして聞得大君と,第2尚氏発祥の地の伊平屋阿母,
あ ふ り や え ちんべ -

そのお通し所(造拝所)であった今帰仁の阿応理屋恵,それに久米島最高の神女君南風だ

けが固定した｡伊平屋阿母と君南風は,その地のノロの総支配者となった.

尚真玉は中央集権制を確立するために,全按司の武装を解除して首里に居住させ,その
み ひ･ら

所嶺である間切にほ,按司綻を派遣させて行政にあたらしたoそのとき,首里の三平等に

遥拝所を設仇｢大あむしられ｣を任命して, 3地域の総括的祭柁権を行使させるととも

に,その地域のノロを支配させた18'.大あむしられの｢あむ｣ほ母の義, ｢しられ｣は治

める義であるから,政治的意義をもつものであったことが知られる｡これは神女組織化の

最も大がかりのもので,それを通じて宗教権に対する政治権の優位をはかり,按司たちの

守護神であったノロを,中央の統制下に組み入れたのである｡
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大あむしられは世襲制で,王府の良家の娘らが任命された｡首里殿内は易氏,真壁殿内

は毛氏,儀保殿内は華氏が継承した｡綻あむ1人･作事あむ1人を伴なっていた｡平等内

に所領があり,ほかに扶持米を給せられた｡

首里あむしられのもとに,根神あむしられがおり,恵氏久高一族の世襲となっていた｡

はじ糾ま首里大あむしられの地位にあったが,ある時代に,適当の年令の女がいなくなっ

たので,大あむしられほ他氏から任命され, 7歳の少女が首里のろがま(小祝女)の名で,

条面巳をおこなっていた｡それが代替りのとき,朱印状を焼却し去る事故があったために,

地位をおとされて根神大あむしられになったと,女官御双紙に記してある.

第1尚民時代には,職名はともかく,最高神女であったものが,第2尚氏の出現によっ

て,その地位を移譲したことを示すもので,根神大あむしられというところに,古くから

-地に居住していたことがわかる.この地位の移譲ほ,第1尚氏の興隆地であった佐敷馬
おあらお

天のノロが,第2尚氏最初の聞得大君(月清)の御新下り(就任式)のとき,神名を譲っ

たのに似ており,政権交代によって,その守り神たる神女の地位や神名が変わったことを

物語っているo もほや神女たちは,政治権力下の存在であった｡

首里以外の｢あむ｣の中,伊平屋あむほ,前述のように,尚円王の姉に始まり,その子
い ぜ な

からほ按司部の地位をあたえられ,世襲あむとして伊平屋･伊是名のノpを支配､した｡今

帰仁の阿応理屋恵ほ,北山王のおなり神であったであろうが,第2尚氏時代になってから,

伊平屋のお通し神となった.
きみは え

久米島の君南風(はえはベ-とも言う)の南風ほ,敬称であろうといわれている19'. 3
ベん

姉妹の中,長女ほ首里の晃の森に住み,次女と三女ほ久米島に渡って東森と西故に住んで

いたoやがて次女は八重山に行ってオモト旗に居住し,三女は久米島に止まって君南風に

なったと,女官御双紙にあり,またおもろにもそのことが謡われている(1の36)0

1500年(尚真玉24)の八重山の赤蜂征討のとき,君南風が従軍して戦功を樹立する物

語もここから発しているが,久米島は第1尚民時代, 2回ほど中山王の侵略を受けている

から,その服従の過程が神女移住の物語となったとみられる｡もともと同島に居住してい

た根神の中,最も有力なものが,ノロたちを統制する者として公認されたまでであろう.

君南風には高8石2斗1升3合余のおえか地と扶持米7斗5升が給され,また免夫が与え

られた｡免夫ほ1671年(康願10)以前は仲里･具志川雨間切から男夫150人給せられ

ていたが,翌年以後2人と定められた｡

泊の大あむほ, 1466年(成化2-尚徳6)に初めて任命された｡尚徳王が鬼界島から

泊港に凱旋したとき,泊里主の妻は,船中では飲料水に不自由したであろうと推量して,
しおばな

清水を王に捧げた｡王は大いに悦び,夫の呉弘筆には泊地頭職を与え,妻ほ泊あむ潮花司

となし,浦添間切名嘉泊に田地を与えた｡ 17世紀半ばの順治年間には,習氏の世襲にな

っていた20)o
も うしがね

那覇の大あむは,嘉靖年間,銭氏与那城親雲上裏方の娘の真牛金を任命したのに始まっ

ている｡真牛金は若くして夫に死なれたが,貞節を守り再婚しなかったのを質されて,大

あむに任命されたのである.女官御双紙にみえる万暦10年(1582)の辞令中にある｢お



沖縄の神女組織の確立
19

とまそもい｣は,もとの大あむの姪とあるから,おそらく真牛金の後を姪が継ぎ,銭氏の

世襲職となったとみられるo
いるい あ掛､

泉崎の大あむの任命期は不明である○久米村の西井の大あむ,東井の大あむは,
1392年

の閑人36姓の来往に端を発するが,大あむとしての任命が判然とするのは崇禎年間であ

るから,帰化人の信仰が沖縄人なみになるのには,時間を要したことが知られるoこれら

大あむがおえか人(官人)化した時以後,扶持米として米5斗･雑穀1石が給されたoま

た楚辺･那覇･泉崎大あむには,綻あむ各1人,泊大あむには綻あむ1人,作事あむ1人

が随従していた｡

宮古･八重山の大阿母ほ, 1500年(尚真24)に勃発した八重山大浜のオヤケ赤蜂反乱飢'

を鎮定した論功行賞として任命されたのに始まっているo赤蜂蜂起の真原因は,中山正譜
な-だふ- じ

ゃ球陽の記事の如何にかかわらず,石垣の豪族長田大父をはじ軌近隣の勢力を一掃し,

っいで中山の支配から脱却して,八重山に君臨することにあった.この戦いに多数の神女

が,敵味方ともに活躍していたことほ,後述するとおりである｡
こ み いりおもて

赤蜂征伐の戦功によって,長田大父ほ古見大首里大屋子(西表古見頚職)に任命され
こいつぱ

ま

赤蜂懐柔のた捌こ,その妻とされた大父の妹古乙姥は戦後殺されたが,他の1人の妹真
は

姥は,八重山最高の神職である大阿母(ホ-ルザ-マイともいう)に任命されたoしかし

彼女ほ,官軍の帰還についての託宣に関して自分を助けた平得村多田屋のオナリにそれを
え らびんがね

譲り,自分は航海の神である永良比金神職を賜わったoまたその時,オナリと真乙姥に金

管を与え,大阿母にはおえか地と俸米1石5斗を,永良比金には1石を賜い,両職ともそ

の子孫が世襲することになった.ただし永良比金は, 1678年(康照17)廃止された2乏'o

またこの反乱では,宮古の仲宗根豊見親ほ王府軍を先導した功により宮古島頭職を授け

られ,その妻のウズメほ1503年(尚真27)大阿母に任命され,それを世襲することに

なった｡そのとき,金管1額,白粥衣1領,素珠1串を賜わったoさらにいつの時代から

か,扶持米8石,免夫男4人,女4人賜わっていたが, 1678年(康幣17)扶持米は5斗

に減少されたo田地もあったが, 18世紀初頭にほ荒地となり, 500束の収穫をあげる土

地があるだけであった23)｡

1685年(貞享2-尚貞17)両島の大あむほ,島の諸女の上に坐することになった24'o

また同治13年(1874-明治7)宮古島仕上世例帳に, ｢頭以下目差役迄,夫婦井大阿母

諸上納物令免許侯,尤右役儀召揚侯共可為同断事｣とあることほ,旧来の慣行を踏襲した

ものとみられ,しかも八重山の大阿母も同待遇を受けたであろう25'o

宮古大あむのもとには,綻あむ･作事が各1人いたoやはり免税の恩典を受けていたo

村落には司がおり,大あむがそれを支配したo女官御双掛こ村々に2,30人の世なふし神

(世直神)がいると記してあるのは,司以下の村落神女のことである.首里王府が任命す

るのは大阿母だけで,司ほ大阿母の任命になっていた｡

1610年(慶長15)まで琉球王の支配下にあった与論島･沖之永良部島･徳之島･奄美大

島･喜界島にも,大あむにあたるものがいたo大あむしられ･大あんしゃり･大あむなど

と称していた｡世之主の夫人や姉妹が任命されていたようで,村落のノロを支配していた｡
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これら｢大あむしられ｣あるいほ｢大あむ｣の下部機構に属するノpの艇織も,第2尚

氏の初期にほ完成していたoそのノロには,前代から存在したノロのほか,根神から昇格

したものもいたであろうが,すべて王府から正式の辞令によって任命された,いわゆる公

義ノロであるoノロの辞令ほ･太平洋戦争前までかなり残っていた｡ 16世紀後半の万暦
年間のが比較的多かったのは,ノロのおえか人(官人)化が,そのころ完成していたこと

を示している｡つぎのほその一例である｡

しょりの御ミ事

きんまきりの

おんなのろ-

もとののろのくわ

-人まかとうに

たまわり申倹

しょりよりまかとうか方-まいる

首里の御詔

金武間切の

恩納(部落名)のろは

元ののろの子

一人まかとうに

賜わり申侯

首里よりまかとうが方へ参る

万暦十二年五月十二日26)

当時の辞令は,すべてこのような仮名書であり,やがて1600年ころから漢字仮名交り

の候文となるo現存の辞令はほかに数種あるが抑,すべて｢首里之印｣の朱印が捺されて

いる｡

神女たちは辞令のほかに･碍瑠の曲玉と水晶珠で連ねた頚珠,絵がき御羽および神衣裳,

金あるいほ銀の替,鳳恩扇などを与えられ,それをその地位とともに世襲した｡

制度上のノdは･ 1乃至数部落を支配していた28'｡たとえば琉球国由来記により,国頭

間切についてみると,次のようになっている｡

支 配 村 名 崇節数 年中祭示巳所数

屋嘉比

奥 問

辺土名

与 郡

辺 土

奥

安 波

浜･親田･産嘉比･見里

比地･奥問

辺土名･宇良･伊地

与郡･謝敷･佐手･辺野暮･宇嘉

辺土

輿

安田･安波

4

4

1

2

4

2

2

2

3

5

5

2

2

3

他ほ註28)の示すとおりである｡

ともがみ

ノpはまた種々の名称の伴神を従えていたoその組織の大小ほ,村落発達の歴史によっ

たoたとえば佐敷間切の馬天では･若ノロ1人,根神1人,綻あむ1人,居神9人となっ

ていたo根神･綻あむほ大抵のノロ地域に存在していた29'｡根神ほおそらく,ノロ以前の

神女の系統の着であろう｡

王国時代のノロの継承法は･母から娘へ,伯叔母から姪へ継承されていた｡母から娘-

の継承ほ,ノロの結婿を前提にしたもので馴ナればならなかった｡神女の未婚本性論ほ誤
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謬で,聞特大君以下の神女にして,恋愛もし,結嬉した者はすこぶる多いoたとえば,聞

得大君七ほ尚元王(1556-72在位)の妃(広浦寺浦添親方の娘),阿応理畳恵でほ尚寧王

妃となった蘭叢,大あむでは宮古･泊･那覇の各初代大あむや, 2代久米村西井大あむな

どがそれである.村落のノロの既婚･末席は,その辞令から知ることができるo ｢もとの

のろのくわ｣ (元のノロの子)とある場合の｢もとののろ｣は,人妻でなければならない｡

前掲の金武間切恩納ノロの辞令はその一例である.

地方神女の場合の結宿形態は,もっぱらノロ殿内を宿舎とする招宿婿であった｡娘があ

りながら長兄の長女に伝える継承法もあったから,伯叔母から姪への継承も,その伯叔母

の未婿制を前提としていたとほ限らない｡
しどう ペーちん

ノロの地位は,祭時にほ最高位で,平時は勢頭座敷の女房よりほ下座,親雲上の女房よ

りは上座であった｡経済的待遇としては,ノロ田･ノロ畠が支給された｡ 1879年(明治

12)の廃藩置県後の調査によるノロクモイ地は,田716段,畑1968段,計2684段であ

った｡置県時の女神官数は聞得大君･大あむしられなどを含めて249名であったから,そ

の1人平均保有量が知られよう｡

ノロクモイ地はおえか(官人)地と同性質のものであるoその年真についてほ, 1852年

(嘉永5)の宮里筑親雲上幸孝日記に, ｢のるこもい地方は,仕得之分は自分にて相耕,上

納向の分は地割に人中候｣とあり,また近世某年の記録.の｢おゑか地付届之事｣の条に,

｢おゑか地之儀,御検地帳之内畝高被こ差分け_,田舎夫地頭さばくりの内へ被二下置_地に

て,上納は百姓地並代納諸出米相掛り候,然ば現地面は其人鉢へ被二召授-,地主にて相耕,

公義上請出米相納,余ほ自分之仕得に被二伸付置_候｣とある｡

農業生産ができない鳥島では,ノロ2人に与人同様, 1日に愛東混合して1升宛支給し

た｡泊筆者が仕上世座から請取証明書を受領し,伊江島で現物を積みこむことになってい

た80)0

以上の神女組織を表示すると,つぎのようになる｡

t一泊･楚辺･泉崎･那覇･東井･西井大あむ
･一今帰仁阿応理畳恵

聞得大君_三平等大あむしられ上買芸霊宝芸芸://

p
p ･伊是名綻

卜宮古.八重山大阿母~司
】一諮問切･諸嶋ノロ
し･･奄美大島諸島大あんしやり-ノロ

神女の政治的･宗教的･社会的勢力は,慶長年間における薩摩侵入後,後退の傾向を辿

ったが,組織そのものほほとんど変化がなく,
1879年の廃藩置県後にまで維持された｡

5 神女の棄市巳内容

女官御双紙にみえる聞得大君および三平等の大あむしられの主なる恒例の祭紀行事にほ,

つぎのようなものがある｡
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もも そ

1月 正月初御願,百人御物参,弁之敦拝み
たか

2月 長月のお崇べ,麦穂祭

3月 百人御物参,四品御物参,四度御物参,麦大祭

4月 百人御物参

5月 稲穂祭,弁之巌拝み

6月 稲大祭

7月 円覚寺先王霊前拝礼

8月 四品御物参,四度御物参

9月 麦初種子･米種子,百人御物参,弁之寂拝み

10月 冬至,竃廻

11月 掃県

毎月朔日･15 日 火の神拝み

地方のノロの祭紀行事も,ほぼこれと類似している｡

2月 麦穂祭

3月 四度御物参,麦大祭

5月 稲穂祭

6月 稲大祭,物作り祭
うんじやみ

7月 シノグ･海神祭

8月 四度御物参

9月 麦初種子

11月 芋折目

12月 お寂拝み

朔日･15日 お寂および火の神拝み

百人御物参というのは,三平等の大あむしられが多数の官人を率いて,聞得大君御殿の

御火鉢前で祈願した後,その供物(御腰物1振,御玉2連)を首里殿内の火の神に供えて
とうのくら

拝み,更に城内十薮,当歳火の神,ソノヒヤブ･国中城御寂などを拝み,その夜には真壁

殿内で火の神を拝む行事であった｡女官御双紙および琉球国由来記｢首里中火神並御寂
たか

之事｣にみえる御崇べは,次のごとくである｡
け ふ よ かほう

｢今日の佳かる日より,果報日より,首里天加郡志(国王の尊称)美御前より,昔から
おが せ じ

けさしからあるやに,視物おし上げられめしょわちへ,拝まれめしょわちへ,霊力まさい
て

めしょわちへ.御祝物･こむで,請けめしょわちへ,天ぢ通しめしょわちへ,御月･お太
だ きのえ

陽･三つ星･七つ星の御前と,あいちへなりめしょわちへ,首里天加部志美御前,乙の年,

水性の酉の御蔵,御命の綱,御星のつな,いぢよく,まじよく,かけぶさへ,しきぶさ-
も あぶし

めしょわち-,御真人に十百年,十百歳拝まれめしょわちへ,又鳴国の物作り気作り,畔
まくら ももがほう たぷ

枕,石々金々,百果報のあるやに,お守めしょわちへ,お給いめしょわちへ,すじやてるす

じや,あがないやしないめしょわちへ,御給いめしょわれ,文麿(中国) ･大和(日本)ののうごと

御船,宮古･八重山,嶋の滴々の舟,上り下り何事も,百果報のあるやに,御守めしょわ
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ちへ｣

国王ほいよいよ霊力高い存在となり,月･日･星と一体となって永久に生き,全人民か

らいつまでも讃伸されるように,また五穀が豊に稔るように,更に国外･国内に航行する

船のために海上が安穏であるようにとの趣旨である｡由来記｢王城之公事｣の正月百人御

物参の粂に,

正月老,為二国王聖窮万々歳,並御子孫御繁栄,三国往還,国土安全,風雨順時,五穀

豊壊_,御所膜也四月老,為二国王万々歳,且夏之作毛成熟一,御所勝也至二千九月麦初

種子之日_,有二御結願一也o

とあることは,この行事の目的を端的に説明している｡ 4月･ 8月の四品御物参･四度御

物参もほぼ同じ目的のものである｡また1月･ 5月･ 9月の弁之款拝みというのは･国王

みずから弁之寂に参詣するのであるが,三大あむしられは官人等とともに供奉して祈願し

たoそのお崇べも百人御物参とほとんど同内容であるo

沖縄の農業生産上の祭柁で, 2月の麦穂条, 3月の麦大祭, 5月の稲穂祭, 6月の稲大

祭, 9月の麦初種子･米種子, 11月の芋折目は最も重要であった｡その度毎に神女たちは

火の神やお寂を拝んで,豊作の予祝や収穫の感謝を行うのである.麦･米穂祭は麦･米の

初穂が出かかるころ,爾後の風雨の順時を祈る祭で,大祭は収穫感謝祭であるo中央でほ

米の2祭が重視され,その日にほ三平等の大あむしられ･首里根神あむしられが王城内の

西御殿で祭紀を行った｡

地方では4祭とも,ノロが根肝1'の火の神やお放で祭りを行い,お崇べを捧げた｡稲穂

祭のお崇べの意趣ほつぎのとおりである｡
け ふ

｢今日の佳かる日より,果報日よりに,自ちゃ根,あまちゃ軌御初おしろまし,御稲

おし上げやべる捌こ,石実金乗入れめしょわちへ,首里天加郡志美御前,およひとて,お
たほ

ふさとて,いぢきめしょわちへ,御給いめしょわれ,鳴々国々の事も,百果報のあるやに,

御守りめしょわち-,御給いめしょわれでて,｣

麦初穂子･米種子ほ,麦種を畠に蒔き入れ,米種を択ぶ行事で,三平等御殿では同時に

百人御物参が行われ,各間切ではノロが火の神やお寂を拝んだ｡三平等御殿では諸方から

の祝物が火の神に供えられ,つぎのようなお崇べが捧げられた｡
まさ

｢今日の僅かる日より,優る日より,初種子,百人御物参の御崇べ,御祝物おし上げて,

拝まれめしょわちへ,御真人の作ら作り物,畠け数の,あら麦･初夏,石実金突入めしょ
きもほこ

われ,御初穂さきとて,おし上げやべらば,首里天加部志,お肝誇り･おなか誇りめしょ
たぷ

わるやに,お守めしょわちへ,御賜いめしょわれ,文官古嶋八重山嶋の,作物の御初,お

し上げられめしょわちへ,よくまさり,作物のために,百果報のあるやに,御守めしょわ

ちへ,年々九月々々の数,御初おし上げられめしょわるやに,御守めしょわれでて,｣
かまま-い

10月の竃廻は,冬に向い火を扱うことが多い機会に,火災予防を火の神に祈る行事で,すすみち

そのお崇べがある｡またその日に年1回の火の更新があった｡ 12月の掃妓は･いわゆる

既払いのことであるが,当日火の神が昇天し,家族の年中の行為の善悪を天帝に報告する

とされている.聞得大君御殿以下民間の各戸に至るまで竃の灰を滞って給麗にし,火の神
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を送るのであるo火の神を司祭する神女や主婦たちにとって,当然重要な行事であった｡

朔日･ 15日の火の神拝みの目的ほ, ｢首里天加部志美御前,御在位千秋万歳,泣御子孫

繁昌ありて,御長命長久に御座す事を奉祝鳶｣8皇'ことにあったo

臨時の祈願で重要なことは,風水･早害の防止,磨(中国)
･大和(日本) ･先島に派遣

される官人のための立願･結願などであった｡

以上,神女の祈願の中心は,国王の長命,王室の繁栄,五穀の豊穣,風雨順時,海上往

還の安全にあった｡

かつては｢おなり｣として,血縁的愛情を含めて｢えけり｣を保護した神女たちほ,政

治社会の確立とともに･専制支配者に奉仕せしめられ,宗教的立場から支配の強化に協力

した｡元来,仏事や凶事に関知しない神女でありながら,円覚寺の先王霊前に拝礼したり,

国王の葬いに参列したりしたのは,彼女たちが国王の隷属着であったからである｡一年に

数回物凄い台風が襲来するかと思えば,宗雨や早魅が幾月もつづく沖縄にとって,風雨の

順時は五穀の豊穣に直結していた｡しかし彼女らからみれば,風雨順時,五穀の豊穣は国

王の徳に起因するものであり,その結免責租の完納がもたらされ,国庫の充実がみられ

るのであった｡海上往還の安全も,国王の行政･外交官の往来,海外貿易,諸島からの貢

納のためのものであった｡ノロたちが,村落の宗教的･社会的規範の維持者であっても,

その規範の維持は,国王の専制支配に加担するためのものであった｡また神女組織の確立

ほ,これを目的としたのである｡

神女たちが祈りを通じて国王を守護したものに,戦争への協力があった｡これほおそら

く,按司が闘争の過程を経てマキヨを併合していった時以来のものであり,その結果,｢女

は戦の魁｣(いなぐ-おなごほいくさのさちばい)という沖縄の諺が生れたのであろう｡こ

こでは赤蜂薮乱や,与那国の赤鬼征伐時における神女たちの活動をみることにしよう｡

1500年2月,赤蜂征伐のために,尚真王の親衛隊が那覇港を出発するにあたって,王

のおなり神にあたる聞得大君が,戟勝の予祝をしたことが,おもろに出ているo

-,あんじおそいや

金うちにちよわれ,

世のさうぜしよわれ,

大きみす,けいやりよわれめ

又あんじおそいや

けおのうちにちよわちへ,

世のさうぜしよわれ,

せたかこす,けいやりよわめ

叉あんじおそいや

おぎもうちほ,なげくな,

大ぎみす,けいやりよわめ

又たたみきよは

あよがうちほ,なげくな

王ほ

金殿におわし,

国の政なし給え,

聞得大君ほ霊力つかわさん

文王ほ

京の内におわして,

国の政なし給え,
せ じ だか

霊ヵ高(大君)ほ霊力つかわさん

文王ほ

肝の中,欺くな,

大君は霊力つかわさん

又王ほ

･[Jの中敷くな
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とうたい,更につづいてうたっている｡

叉きみはゑが

みやこしま,ほちへおわれ,

しまひろくそへて

又けおのしよが

やへましまいつこ

あせらためやらば,

大きみす世しらめ

又はたらしまくはら

ちかわためやらば,

せだかこす世しらめ

叉あせらためやらば

おきなますすもらん,

大ぎみす世しらめ33)

叉君南風が

宮古島馳せ行きて,

島広く平げて

又けおのしよ(君南風)が

八重山島の兵

将平げば,

大君こそ支配せん

叉ほたら島(八重山)

兵卒平レ判f,

せじ高(大君)こそ支配せん

文頭ども平げば

沖なますさせて,

大君こそ支配せん

25

また｢きこゑ大ぎみぎや,ばぢめいくさ立ちよわちへ,あおていきやり,かたちひぢめ

わちへ｣84,(聞得大君が,先陣に立ち給い,合うて行きあい,敵を平げ給い)とあるのも,

この戦いの予祝のものであろう｡

神女たちが実際に戦争したことほ,すでに尚巴志の出陣を謡ったと思曽たるおもろに,っ
｢又とよむせだかこが,文月しろはさだけて,文物しりはさだけて｣85'(稜威高き王が,守
ちしろ ものしり

護神を先導として,盛観を先導として)とあることで知られる｡赤蜂征伐の際,久米島の

君南風が乗船していたことは,女官御双紙や球陽に出ており,またおもろにも謡われてい

る(21の16,11の2)o彼女の部下のノロたちも東船していたことであろうo

宮古島からは,砂川の神司アブガマ･コイガマ姉妹が参加していた｡戦争中神女たち紘

祈膜で,定跡ま呪術で味方の将兵を鼓舞した.八重山側も, ｢令下婦女数十人･各持=枝葉-I

号レ天呼レ地,万般呪罵上,似レ行二法術-｣86'とあるように活躍し,官軍が上陸しても,少し

も憤れる気配がなかった｡

信仰の上では,八重山のオモト寂の神は,君南何の父が姉に依愚したということになっ
きみま もん

ている｡このオモト神ほ,君真物神(国王の即位時に,ニライカナイからやってくる神)と

して現われ,君南風と会ってそれに信服したので,赤蜂軍も降伏したと,球陽に記してあ

る｡

赤蜂征討のころ,八重山与那国島を支配していたのほ,女酋長サカイイソバであったo

完哉最遠(神女)として,兄弟3人とともに島国の実権を掌握していたのであるから,｢お

なり｣が宗教権を, ｢えけり｣が行政権を行使していた祭政一致の体制に過ぎないが,そ

のころまでこの島には母権制社会の要素が残存しており,それが彼女を事実上の支配者と

したのである｡

ところが,宮古から来島してきてイソバの部将となった鬼虎は,イソバに代わって与那

国島の支配者になろうという野心に燃えていたoイソバほ宮古に渡島して頭職伸宗根豊見
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親に援助を乞い, 1522年(尚真46)鬼虎を打つ遠征軍を出してもらった｡その軍船中に
の ろ

は,平良祝女住尾大阿智城･砂川祝女アブガマ･妹のコイガマ(この姉妹ほ赤蜂征討時に

も参加)
･伊良部祝女の4人の神女が乗っていた.そして彼女らは奇計と呪術で活動し,

味方を勝利に導いた37'o

赤蜂や鬼虎征討に神女たちが活躍したのほ,戦争で女性が祈願や呪術によって勝利に導

く風習があったことを物語っているo日本古代社会において,吾田媛が夫武埴安彦の謀反
むまし

に加担し,弟橘姫が日本武尊の暇夷征伐に同行し,大葉子や甘美媛が夫とともに朝鮮遠征

に参加したのほ, ｢女ほ戦の魁｣思想が,日本にもあったことを示したものである｡

6 政教の分離

尚真王が神女組織を確立したのほ,おなり神として歴史的に勢力の強かった神女たちの

発言を宗教世界だ桝こ限定し,政教の分離をはかるためであった｡更にすすんでほ,宗教

を政治の奉仕者たらしめようという意図があった｡神女が国王から任命されたおえか人

(官人)と化して知行に預かったのほ,政治的権力に対する屈服にほかならない｡

しかし祭政一致の体制ほなかなか崩壊せず,従って政治への接触を切断するのは困難で

あり,その点でほ尚真王の目的ほ容易に達成されなかった｡その体制にほ, 1609年の侵
略で,沖縄を支配するようになった薩摩も不満を抱いた｡薩摩の専政支配を行う上には,

国王の守り神となり,村落結合の中心となっている神女たちほ障害的存在であった｡その

た糾こ,占領後沖縄にあたえた綻十五条中の1条に, ｢女房衆え知行遣ほさるまじきこと｣
と規定た｡

当時知行を受ける女性といえば,ほとんどが聞得大君以下の神女関係の着であった｡薩

摩ほ彼女たちの収入を絶つことによってその地位を低下させ,宗教のもつ勢力を弱化しよ

うとしたのである｡

綻の拘束力ほともかく,薩摩の支配が強化されるにつれて,神女たちほ自分たちの霊力

の弱さを悟らないわ捌こほいかなかった｡伊波晋献ほ, ｢沖縄の神道ほ,三十六島の統一

で一応その使命を全うしたoその上,島津氏の征服によって沖縄が奴隷の境遇に沈んだが,

それが却って尚家の地位を安固にしたので,民族的宗教はますます手持ち無沙汰になり,

神女たちほしだいに政治の方面から駆逐されて,邪道に耽けるようになった.それから沖

縄でほ,男子ほ儒教により迷信を脱することができたたbt',民族宗教を政治以外に放逐す

ることができた｣と,述べておられる88'｡神女たちが邪道に耽けったというのは言い過ぎ

で･政治の方面からほ駆逐されたが,固有的宗教を通じ,依然として宗教的･社会的規範

の維持者になれた｡また男子が迷信から脱することができた主因が儒教にあったとするの

ほ,儒教の影響力を重視し過ぎると言えようoそれよりも,支配階級のもつ政治的意識の

高まりが,迷信打破の有力な武器となったのである｡

政教分離策ほ,向象貿羽地親方によって更に強行された｡向象賢は1666年(尚質19-

寛文6)摂政となり,熟bに諸制度の改革にあたった｡彼の政治理念ほ日琉同視論に築か

れ･薩摩の侵略によって沈滞した沖縄人の意気を高揚することと,疲弊した財政を立て直



沖縄の神女組織の確立
27

すことに最も力を注いだ｡神女に関する改革も,右の二つの事項に関連していたが,神女

の勢力を抑えることは,薩摩の施政方針に合致する結果となったo羽地仕置は彼の政策内

容を示したものであるo

象貿ほ摂政になった翌年の1667年,これまで女性の最高位にあった聞得大君の位階を

王妃の次位に置いて,その社会的地位を下げたoまた間切の祭礼に他間切のノロクモイを

招くのを禁止して,経費の節減をはかった59'o

っいで1673年(延宝1-尚貞5)には,国王の久高･知念の神詣りを廃止させた｡す

なわも,羽地仕置の二月十日口上覚によると･従来3月4月に麦が熟し,稲の穂が出初め

るころ,国王は隔年,聞得大君や司雲上などを従えて,知念･久高で祭礼を行なうことに

ならている｡しかし(1)久高鳴への渡海は危険であること,
(2)この行事ほ開閉当初以来

ゆ た

のものでなく,近頃始めたもので,婦女子や丞女たちの参加すべきものに過ぎないこと,

(3)経費が莫大で,そのために東4間切,嶋尻8間切,中頭8間切の百姓ほ疲弊し,王室

財政の消耗にもなる｡君主ほ万民の疲れを第一に考慮すべきであること,
(4)それ故,国

王の参詣は1代に1度にするか,あるいほ名代を遣わすか･さもなければ,首里城付近に

遥拝所を設けて拝むようにしたいこと, (5)知念城ほ狭く,ここに4, 5日滞在するのは

無用心であるばかりでなく,万一火事でも起きようものなら,女性たちは逃れる術もない

ことを主張した. しもごりあたり

誇張的な意見も加味され.ているが･向象賢の主菜が通って,その年から下庫裡当(式部

官)が名代として参詣するようになった40)o久高･知念ほ,沖縄の五穀発祥の物語の地で

ぁり,国王がそこに参詣し,それが国庫の大きな支出になることは･中山世鑑尚徳王の粂

にもみえているo

また9月の麦種子のとき,国王は2年に1度,聞得大君御殿で自ら祭礼を挙行し,つい

で聞得大君を伴随して首里殿内の火の神の前で祭礼し,大君は苧を績む礼を行ったo国王

は帰城した後,ここでも城内の火の神やお寂を面巳ったoそして七菜の宴を三平等の大あむ

しられに,三菜の宴を三平等の綻あむ並びに佐事に賜わったoそれも1673年から廃止さしどうちく ど の

れて,百人物参親方が代参することになり,またとくに玉城間切に勢頭筑登之を遣わして･

雨粒款ほか諸款や火の神を拝礼させることにした41'o

向象賢時代の政教分離策は以上につきなかったo聞得大君の位階を下げた1677年,伊

平屋あむがなしが2年に1度中山に釆て国王を拝するのを停止し,大慶事があるときに限

って賀し,また｢あむがなし｣代替りのときの謝恩のための渡海が,特別に許された｡球おも

陽巻之六には｢尚質王深く婦女の遠く風涛をわたるを念い･朝観の礼を恩赦す｣とあるが･

尚円王の姉真世仁金家の世襲になる伊平屋あむは･王室に対しなお相当の勢威を有してい

たに相違ない｡向象賢は体のよい理由で･これを牽制したものと思われる｡

1726年(享保11-尚敬14)にも,伊平屋あも,二かやあも,久米島君南風,宮古･

八重山大阿母,離島のノロ･綻･作事あもたちが,大慶賀のときにさえ朝執することを禁

止して,さばくり(村役人)に代行させたのも4乏',神女の霊力がそれほど重要視されなか

ったからである｡これらのことは,神権的な政治に代わって･意思的な政治が沖縄に訪れ
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たことを意味している｡

しか
おあらお
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し神女の勢力は,簡単には衰えなかった｡ 1717年(享保2-尚敬5),聞得大君の

御新下り(就任式)のことで,大君御殿と三司官の間に衝突があり,王権を背景とする聞

得大君の勢力が, 18世紀前半,なお強大であったことを示しているのほその一例である｡

すなわちその年,聞得大君御殿でトキ･ユタに占いをさせたところ,今年ほ聞得大君

(思亀樽金仁室)の厄年で,辰巳の方の神の崇りがあるので年内に御新下りを挙行しない

とためにならないとして,摂政三司官との交渉が開始された｡ところが三司官側では来々

年尚敬王の冊封があり･財政上支障を来すからという理由で,冊封後に挙行するよう要請

したoそれに対し聞得大君側では･冊封の御願のた糾こも年内に挙行すべきであると主張

したo三司官では神ほ国民の困窮をよそに祭礼をうけるものでないから,是非冊封が済ん

だ後に挙行すべきであると再度要請し,漸く政治家側が押し切ってしまった｡

衝突を招いた動機ほ･トキ･ユタの占いにあった.その技塵ほ神女たちの霊力の衰えと

関係があったが,為政者は一方では室戚の横行に対処しなければならなかったo中山世譜

巻9尚敬6年粂に, ｢禁二絶韮乱,以滅二邪術-,先レ是,本国流俗,崇二倍韮魂之術_,悉

受二妖邪之惑-･俗習既深･財費尤甚,由レ是,王諭二国相･法礼,禁二絶韮術_,而世俗帰二

千正道-｣とあるのは,前年の衝突に懲りての禁令であろう.その翌々年三司官となった

察温の御教条にも,ユタ禁止のことがあり,その後も禁令はつきなかった｡

正規弾圧の背後には･神女たちが,トキ･ユタに転落するのを防止するねらいがあった｡

そのことは･神女たちが政治に干渉しない範囲内で,国や村の人民結合の中核となり,社

会的規範維持の主動者になることを是認してのことであった｡事実,政治的･社会的意識

の低い農村や離島にあってほ,神女なしにはまだ社会秩序の維持ほ困難であった｡それゆ

え,聞得大君以下の神女ほ･おえか人とLての地位を喪失することなしに,従って収入の

途を杜絶されることなしに･宗教的立場から政治に協力することになった｡神女と村落民

との歴史的なっながりは,強い政治力をもってしても断ち難く,政治への容殊を防ぐだけ

で精一杯であったo明治時代になって･中央的な神女は廃止しながら,地方のノロの存続

を容認したのは,その伝統的な影響力を否定し得なかったからである｡

しかし向象賢の改革により,神女たちの政治的発言力が弱くなったことは,その宗教的

地位と勢力に影響をあたえ,沖縄の民族宗教が衰える契機となったo以後,おえか人であ

るノロにして,ユタ化するものが現われたのほ,民族宗教の衰退と関係がある｡
17世紀

初頭薩摩額に編入された奄美大島群島内のノロが, 1624年(寛永1)以来圧迫を受け,つ

いにその公的地位を剥奪され,生活に窮したあげく,ユタ(ホゾソ加郡志)に転ずるもの

が生じた過程は,沖縄でも予想されることであった○ただ沖縄では神女の公的地位と知行

権が保証され,その上,血縁および村落共同体社会における紐帯的地位が維持されていた

ことが,奄美大島群島内と異なる点であったoしかしおえか人としての地位の低下は,す
かみんちゆ

べてが神人である沖縄女性全体の,宗教的社会的地位の低下にほかならなかった｡
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註

1)おもろ巻13の189｡

2)おもろ巻13の180｡

3)白鳥節に属し,読人しらずの歌である｡
4)おもろ巻1の40,巻22の17軒こ, ｢叉,あかく小ちがほねて,ぜるままがほねて,又,にるや

ぎや軌 とうちへ,かなやぎやめ,とうち-｣ (叉火の神ははねて,地炉神ほ飛んで,又ニル

ヤまで通し,カナヤまで通し)というのがある｡

5)鳥越憲三郎著｢琉球宗教史の研究｣第2編第2竜場所と火神｣参照｡なお戦前の国頭郡東村

川田の根神直の火の神の殿は,一番座にあった.その根神畳ほ,川田･宮城･国頭村安野など
に存する一族から根所とされているoしかしこれら相互の間にほ一門意識がないから,祭の時

の一門支配の状態は,同一村落に存在する複数一門の支配と同一とみてよいo
6)伊波晋獣著｢日本文化の南漸｣一火の神考一参照o

7)指笠ほ佐司笠と同t:で,伊波晋献説によると,第1尚氏(1406-1469)あるいはそれ以前の最
高神女であった｡しかし近世にも按司と指笠が存在するので,両者の関係のすべてが近世以前

のものと限らないが,神女が按司たちの守り神であることの内容には変わりほないo
8)おもろ巻4の52,巻12の96｡

9)おもろ巻9の8｡

10)おもろ巻15の68｡

ll)おもろ巻13の117｡

12)おもろ巻13の90･94･168｡

13)巻之- ｢国初｣ (原漢文)0

14)女官御双紙にみえている≡十≡君の名称ほ次の通りである｡ (1)きこゑ大君かなし(聞得大君

嘉郡志), (2)あふりやゑ(阿応理星恵), (3)恵良部あふりやゑあんじ(4)今帰仁あふりや
ゑ, (5)さすかさ(佐司笠), (6)恵良部さすかさあんじ, (7)首里さすかさ接司かなし, (8)

しよりおふきみ(首里大君), (9)うわもり(上森), (10)世高うわもりあんじ, (ll)伊良部世

高うわもりあんじ, (12)きみとよみ(君豊), (13)うしかけ(宇志嘉慶), (14)勢のきみあんじ

かなし(勢能君接司嘉郡志), (15)せよ勢きみ(世寄君), (16)せたかきみあんじ(世高君按司),

(17)めづらしきみ按司かなし(珍君按司嘉郡志), (18)みものきみ(見物君), (19)おふにし大

きみあんじ(大西大君按司), (20)ふみあカミり(路上), (21)もちつき(望月), (22)きみつじあ

んじ(君辻按司), (23)きみきよら大按司しられ(君清艮大按司志良礼(24)せちあらきみあん

じ(世治新君按司), (25)きみかなしあんじ(君嘉那志按司), (26)つかさくもい(司雲上),

(27)てるつき(照月), (28)てるきみ(照君), (29)きみよせ(君寄), (30)よせきみ(寄君),

(31)うしかさ(宇志加佐), (32)とこけそ-きみ, (33)いちの-, (34)伊平屋あむかなし, (35)

久米のきみほえ(久米の君南風)0

15)球陽巻之七尚貞王9年条に, ｢始めて聞得大君を王后に封授することに定む｣とあるo

16)女官御双紙･同治8年事寄(近世地方経済史料第10巻所収古老集記賛の2)参照.

17)球陽巻之十一尚敬王9年条に, ｢往昔の時より聞得大君加郡志に随従して多くの女官ありo俗

に君々と称す｡而してその職の事うることなしo是に由て前に題奏して以てその俸米を裁ちし

ことあり｡時に司雲上の俸米はいまだ裁去することあらず｡この年に至り始めてその俸米を
裁ち--｣とある(原漢文)0

18) 1709年編集された女官御双紙による三平等の管轄地域は,つぎのようになっているo
lま え

南風の平等一赤田首里殿内(10間切2鳴)

南風原･大里･佐敷･知念･玉城･具志頭･金武･大宜味･国頭･恩納･伊江嶋･伊平屋場

裏和志の平等一山川真壁殿内(13間切3嶋)
英和志･豊見城･小緑･東風平･兼城･高嶺･喜屋武･摩文仁･真壁･北谷･読谷山･名

護･久志･久米嶋･宮古鳴･八重山鳴

楚辺･泉崎･那覇大あむは,この大あむしられの支配下にあった｡
t=し

北の平等一俵保儀保殿内(14間切2嶋)
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西原･浦添･宜野湾･中城･越来･美里･具志川･勝連･与那城･羽地･本部･今帰仁･座

間味･渡嘉敷･粟国嶋･渡名喜嶋

泊大あむは,この大あむしられの支配下にあった.与論島･沖之永良部島･徳之島･奄美大

島･喜界島が琉球国王治下にあった際にほ,これら諸島の大あんしゃりほ,この平等に属して

いたであろう｡

19)仲原善忠著｢おもろ新釈｣,おもろ巻1の36の註釈参照｡按司祭を按司ほゑと謡ったおもろ
(11の87)の例がある｡

20)球陽巻之二尚徳6年免 女官御双紙参照｡
21)これについて中山世譜巻6弘治13年条に, ｢先是,宮古･八重山,自洪武年間以来,毎歳入

なんぞや

貢,往来不絶,奈八重山昏長,有堀川原赤蜂者,心変謀軌両三年間,絶貢不軌 時宮古島
魯長,有仲宗根豊見星老,与赤蜂不睦,赤蜂将攻宮古,二島騒動,車間中山,王命大里等九員

為将,井擬大小戦船四十六,以仲宗根為導,本年二月初二日,那覇開船,
･-官軍乗勢,攻撃

甚急,賊兵大敗,降着無数,赤蜂被据伏訣｣とあるo球陽巻之三もはぼ同内容であるo
22)女官御双紙および球陽巻之三尚真王24年条参照｡
23)女官御双紙および球陽巻之三尚真王27年条参照｡ただし女官御双紙では, 10代目の大あむ(官

良親雲上の娘ひるま)が任命されたとき,鍍1鳳98個の玉を連ねた美玉を賜わり,家宝とL

て子孫にゆずると記してある.
24)球陽巻之八尚貞18年条参照o
25)近世地方経済史料巻10 ｢租税制度1 ｣所収｡
26)島袋源一郎著｢伝記補遺沖縄歴史｣より｡
27)女官御双紙には,那覇の大あむについての万暦10年(1582)の辞令が載っている.更にノロ

/=lいく*

に関しては,喜界島東間切阿伝ノロの隆慶3年(1569),大島名瀬間切大熊ノロの万暦15年
(1587),徳之島西目間切事々ノpの万暦28年(1600),沖縄今帰仁間切名城(仲尾次)ノロの
万暦33年(1605)などが,実際辞令で知られている｡

28)琉球国由来記にみえるノロの支配村落名は,下表のとおりである｡

支配村名

聞得大君

真壁大あむしら
れ

首里あむしられ

儀保大あむしら
れ

三平等大あむし
られ

識 名

上 間

楚辺(大あむ)

安 里

多和田

真壁(大あむし
られ

豊見城

我那覇

真和志･金城･町端･山
川･寒川

大中･崎山･赤田･鳥小
堀･桃原

汀志良次･儀保･赤平･久
場川

識 名

上問･仲井某

国場･与儀･古波蔵

牧志･安里

天久･安謝

真壁･茶湯崎

豊見城

我那覇･瀬長･名嘉地･伊
良波

4

8

4

8

4

5

2

3

7

4

1

4

31

由来記に現われる
ノロ以外の神職名

綻あむ･佐事あむ

莞学芸慧吾.tp&L*歪
む

綻あむ

識名根神･居神･按
阿武

安里綻阿武

茶湯崎根神･綻阿武

九人根根●

●

神
神
神

根
根
根

覇
地
渡

部
嘉
艮

我
名
伊



沖縄の神女組織の確立

豊見城

小 繰

真 壁

摩文仁

志茂田

座 安

陳栄茂

平 良

高 安

長 嶺

根差部

小 緑

儀 間

具 志

大 嶺

赤 嶺

島尻大里

大村渠

与 座

慶 留

中妹･ソフヅケ
ナ

国 吉

(村中)

(不明)

真 壁

真栄平

東 江

名嘉真

糸 淵

伊 敷

糸洲･伊敷

摩文仁

奥 間

内小渡

米 次

石 原

伊 礼

志茂田

座安･渡嘉敷

保栄茂･翁長

平艮･高嶺･宜保

高安･鏡波

長堂･金艮

根差部･嘉数･真玉橋

小 緑

儀間･金城･湖城

具志･宇栄原･上原･松
川･高良

大 嶺

赤嶺･安次嶺･当問

兼城･嘉数･座波

武富･波平

安波根

照 畳

糸 満

産 古

畳 古

与 座

与 庭

中城･莫栄里

国 書

鼻 古

畳 古

真 壁

其栄平･新垣･真壁

東江･真壁

名嘉真

糸洲･安里

伊敷･名城･音波蔵

摩文仁

小 渡

渡
次
原

礼

小
米
石
伊

)l【Ⅶp

3

2

2

4

1

1

2

2

6

4

1

3

5

3

3

3

3

4

4

9

3

3

2

1

3

4

ウ】

5

5

7

6

6

3

5

志茂田根神

座安根神

宜保根神
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3 1小棒根神･綻あむ

4

10

5

6

6

0

0

4

1

1

1

3

2

儀間根神･綻あむ･
居神

具志根神･綻あむ･
居神

大嶺根神･屠神

赤嶺根神･綻あむ･
居神･根人

兼城根神･居神

安波根根神･居神

照屋根神･居神

最古根人

与座根人

国書根神･根人

新垣根人
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波比良

シ′ニLマ

奥問｡小内渡･
シ′ユマ

青畳武

福 地

山 城

上 里

東辺名

宮 平

兼 城

本 部

玉那覇

津嘉山

神 里

首里大あむしら
れ

西 原

西原･与罪嶺

与郡原

宮 城

大且武

与那覇

上与那原

島 袋

高宮城

湧稲国

目取真

稲 嶺

大 城

東風平

富 盛

高 良

世名城

高良･世名城

友 寄

宜寿次

当 銘

宮 城

披比良

小 渡

小 渡

喜屋武

福 地

山 城

上 里

東辺名

官 平

兼 城

本部･喜屋武･照屋

玉那覇･照星

津裏山

神 里

新 川

西原･南風原･与郡嶺･嶺
井

板良敷

与那原･上与那原

大見武･宮城

宮城･大見武

与野覇

与野覇

島 袋

古堅･当其･高官城･中
程･平川･真境名･平良

湧稲国･稲嶺

目取真

稲 嶺

大境･稲嶺

東風平･伊波･比嘉

富 盛

高良･世名城

世名城

世名城

友 寄

宜寿次･外間

当銘･志多伯

喜屋武根人

福地根人

山城板人

上里根人

東辺名根人

宮平居神

兼城居神

本部居神

玉那覇居神

津嘉山屠神

神里根神･居神

首里根神･居神･按
あむ･作事あむ

ウ一

1

0

0

5

3

4

0

4

4

7

7

4

5

0

0

1

2

5

2

1

1

4

5

3

3

4

4

2

7

11

5

1

0

1

2

9

3

0

1

6

5

7

1

1

西原居神･根人,与
郡嶺根神

与那原根神･居神

官城居神

大見武根神･居神

島袋根神･居神

高官城根神･綻あむ

湧稲国根神･綻あ
む･居神

目取真根神･居神･
板人

稲嶺根神

大城綻あむ



具志頭

佐 敷

玉 城

西 原

具志頭

具志頭･中産

中 座

新 城

佐 敷

/ミテン

手登板

星比久

外 聞

知 念

波田其

久手堅

知念･久手堅

知 名

山 口

久高･外聞

知念･足裏部･
糸教

知念･波田真

サウス

安座其

志菩屋

久 高

外 間

(村中)

沖縄の神女組織の確立

具志頭･改名城･安里･中
座･与座

具志頭･破名城

中 座

新 城

佐敷･与郡嶺

津波古･新里･小谷

手登板･平田

星比久

外 聞

知 念

知 念

久手堅

久手堅

知 名

山口･中里･鉢嶺

高
念

久
知

知 念

久手堅

安座其

志菩産･下敷邑

久 高

外 問

久手堅

玉 城

垣 花

和 名

垣花･和名

当 山

糸 数

量嘉部

音名腰

糸数･足裏部

草 地

小波津

我 謝

内 問

棚 原

玉城･雷名･中村薬･奥武

重妹･吉名･垣花

垣 花

和 名

当山･富里･志堅原

糸数･前川

屋嘉部･糸数･前川

雷名膜

前 川

草地･翁長

小波津･異星･津花渡

安室･我謝･与部蚊･桃原

内聞･嘉手苅･掛保久･小
郡覇･小橋川

棚 原

2

1

0

6

2

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

5

7

9

6

3

7

ウ】

1

0

7

4

0

1

2

1

5

1

1

1

1

2

7

5

6

5

5

6

4

具志頭根神
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佐敷根神･居神

パテソ若ノロ･根
神･綻あむ･居神

手登板居神

屋比久根神･居神

外間根神･居神

知念根神･根人

安座真根神

志菩屋根神･根人

当山根神･綻あむ

.糸教授あむ

富名勝根神･綻あむ
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平 良

浦 添

宜野湾

中 城

北 谷

平 良

末 書

儀保大あむしら
れ

浦 添

沢 峨

中 西

鏡平名

城 問

宜野湾

謝 名

野 禽

ヨ千ヤ

大 城

星 宜

伊 集

比 嘉

安谷産

瑞慶覚

(村中)

北.谷

平安山

野 星

野 国

嘉手納

宮 城 栄
日日

平 良

末 書

首里汀志良次･首里下儀保

中間･安波茶･西原･伊
祖･牧湊

沢峨･安謝･内間

勢理客･小湾･中西

宮城･屋富祖･親富祖

城 間

嘉野望妄誓如古.伊佐.寡
宇地泊･大謝名･其志喜

安仁畳･普天間･野城･新
城

添石･新垣･泊･照星･伊
舎堂

伊舎堂･熱田･和仁崖･大
境･久場

星宜･安里･奥間･当問

浄覇･伊集･和事慶

渡口･島袋･比嘉

中腹･安谷星･渡口

璃慶覧･菩舎場

添石･久場

越来･上地･昭星

仲宗根･県展･諸兄皇･山
内

大工廻･河陽

西原･与儀･比屋根･大
里･古謝･池原･桃原･高
原･清書世

知花･登川･池原

兼恩納･楚南

山城･伊波･石川･嘉手刈

北谷･前城･玉代勢

平安山･浜川･砂辺･桑
江･伊礼

野里･足長･野国

野 国

嘉手納

2

2

0

6

3

3

5

F
cO

4

5

0

4

5

4

7

5

5

6
一
3

A▲

5

4

3

大城若ノT3 ･綻あむ

星宜根神･按あむ･
屠神

伊集根神･捷あむ･
居神

4

2

ウ】

6

只)

5

ウ】

A一

6

5

4
-
-
)
-
5
-
-
T
-

5

0

1

語髄ノp'根



沖縄の神女組織の確立

具志川

勝 連

与那城

読谷山

恩 納

具志川

上江淵

江 洲

田 場

栄野比

南風原

平安名･内間

平安名

内 間

平数量

浜･比嘉

演

比 嘉

津堅･神谷

西 原

安勢理･観辺

平安盤

上 原

宮 城

伊 計

西原のろ･与那
城根神

具志川

上江洲･喜産武･仲嶺･兼
力段･太田

富里･高江淵･江網

田場･宇堅

天 願

安慶名･川崎

栄狩比

南風原

平安名

平安名

平安名･内聞

平敷鼻

浜･比嘉

浜

比嘉

津堅･神谷

西 原

安勢理･鏡辺･産慶名

平安直

上原･名安呉･宮城

宮 城

伊 計

与那城

座菩味

書 名

大 湾

楚 辺

瀬名波

崎 原

恩 納

実栄田

山 田

前兼久根神

瀬艮垣根神

座喜味･上地･波平

喜 名

渡ロ･大湾･伊良皆

楚 辺

瀬名妓

高志保･渡慶次･長浜･宇
痩

恩 納

其栄田

読谷山･富者

富 者

瀬良垣

4

5

3

5

6

ウ〟

0

0

ウ〟

7

9

0

6

2

3

2

2

2

2

0

6

1

3

1

3

0

4

1

1

l

ウ〟

1

5

4

2

ウ
一
0

2

4

1

0

ウ】

2

1

l

ウ一

1

3

1

1

1

5

3

6

2

3

A.

4

3

3

1

2
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具志川板_神･綻あ
む･根人

上江洲･夫廻神･綻
神･根人

高江洲夫廻神

田場根神･夫廻神･
按あむ･根人

天願根神･綻あむ･
居神･根人

安慶名綻あむ･居
神･夫廻神･根人

鏡辺根人

谷茶･仲泊･富者･
前兼久居神
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金 武

名 護

羽 地

安富租

安富祖根神

名嘉真

金 武

漢 郡

宜野座

伊 芸

屋嘉根神

名 護

喜 瀬

尾 部

波
川
底
堅
花
崎
鹿

野
志

志

伊
具
天
具
謝
浦
瀬

本 部

瀬底のろ･辺名
知根神

今帰仁

中尾次

玉 城

岸 本

島セソク

那

今帰仁･トキノ
カネ

中 城

島セソク･勢理
客

真書庭

中 尾

我 部

屋 我

中尾･トモノカ
ネ

宮 城

安富租

安富租

名嘉真

金 武

漢郡･惣慶

宜野座

伊芸･屋嘉

畳 嘉

名護･数久田･世富慶･官
里

菩瀬･幸喜･許田

足部･宇茂作･安和･山鏡
覇

伊野波

具志川･渡久地

伊豆味･天底･嘉津宇

具志堅

備瀬･謝花

滞 崎

辺名地･石嘉渡･瀬底･健
壁

崎本部･健堅

辺名知

今帰仁

中尾次

玉城･謝名･仲宗根･平識

岸本･寒水

上運天･勢理客･運天

郡･与部嶺･兼次

今帰仁･親泊･志慶真

兼次･請書田･与部嶺･崎
山･中城

勢理客

瀬洲･源河･真書畳･中尾
吹

川上･中尾･田井等･伊指
川･我部祖河･古嘉知

振慶名･呉河･我部･松田

屋我･鏡辺名･済井出

中尾･田井等･谷田

2

0

3

3

3

1

5
〇
一
4
l

2

3

4

1

2

1

7

3

2

1

1

ウ〟

5

6

3

3

0

2

1

2
一
り
】

3

2

3

1

4

5

3

2

4

2

4

2

4

4
2
)
-
0
-
-
-
2

1

5

4

6

金武居神

伊野波根人

具志川板人

瀬底根神･根人

玉城綻神･居神

岸本居神

島セソク綻神

都大根神･綻神･居
神

今帰仁･トモノカネ
居神

中城綻神･居神

我部綻神
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羽 地

久 志

粟 国

渡名書

トモノカネ

伊指川

古我知綻神

渡 河

源河･瀬抑綻神

久 志

宜野座(金武)

汀 問

嘉 陽

天仁尾根神

有 銘

城

田 湊

津 波

平 良

奥 問

屋嘉比

辺土名

与 部

辺 戸

輿

安 波

大水･東･佐
辺･中

伊是名･野甫･
我喜産･田名

粟国･花城

渡名書

アケ亡/･アマミ

座間味

渡嘉敷

君南風･具志
川･仲地･山

城･西銘･兼城

谷 田

伊指川･我部祖河･古我知

古我知

渡河･瀬洲

瀬 洲

久志･辺野古

舌知畳

瀬嵩･汀間･大浦･安部

嘉 陽

天仁屋

有銘･慶佐次

城･根謝銘･菩如嘉･大宜
味

田湊･星古前田･塩畳･根
路銘

津波･平南

平良･川田

比地･奥問

浜･親田･産嘉比･見里

辺土名･宇良･伊地

与郡･謝敷･佐手･辺野
暮･宇嘉

辺 戸

輿

安田･安波

伊是名･諸見･勢理容･野
甫･島尻･我菩星･田名

花城･粟国

渡名喜島･難れ出砂

座間味･阿真･阿佐･阿
嘉･慶留真

渡嘉敷･小嶺･阿波連･前
慶良問

具志川･仲地･西銘･兼
城･山城

0

0

0

0

0

5

ウ一

3

3

1

ウ】

L
A▲

2

4

4

1

ウ一

4

2

2

1

4

1

3

1

3

ウ一

5

2

1
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仲 里 比屋定･宇根･
比嘉

宮 城 栄

票覧-#tb髄●島尻.辛 根神･根人

29)琉球国由来記巻13,佐敷間切条｡

30)近世地方経済史料巻9 ｢土地制度｣,巻10 ｢古老集記類の1｣｡
31)村落発祥の家のことで,琉球国由来記では,場所火神｣の名称でみえているのもある｡すな

わち,真壁間切名城･古波蔵･安里,摩文仁間切石原,南風原間切照最大里間切平川･稲嵐

知念間切知名･中里･鉢嶺･下敷星,西原間切我謝･末書,恩納間切瀬良垣･安富祖･前兼久,

金武間切星嘉,本部間切伊野汲･嘉津宇･備瀬･辺名知･石嘉醍･健堅,伊江島本十三里･徳
十三里･佐辺地･玉城地･前スカ地･島中地･中村渠地･伊是名大水地･セヤタ地･大故地な

どであるoほか軒こ根屋･根尾之殿という拝所がある.ここにも火の神が紀られていたのであろ

う.そして大里間切平川村の根所火神は高官城村在のノロが,稲嶺村の根所火神は湧稲国在の

ノpが配っていたから,根所ほかならずしもノロ殿内と一致しない｡伊江島のように,部落発
祥の一つ一つ軒こ根所があり,そしてそこが拝所になっているのが本体である.

32)女官御双紙下巻｢諸間切諸鳴のろくもい｣条.

33)おもろ巻1の36｡

34)おもろ巻1の25,巻3の55｡

35)おもろ巻1の5｡

36)中山正譜巻6,尚真王弘治13年条｡

37)宮古島旧記･宮古史伝参照｡
38)琉球古今記所収｢琉球史上に於ける武力と魔術との考察｣参照.

39)羽地仕置寛文7 ･ 4 ･23覚｡
40)球陽巻之七,尚貞王5年条｡

41)球陽巻之七,同上粂｡

42)球陽巻之十｡


